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お知らせお知らせ問…問い合わせ　■申…申し込み

特
定
健
康
診
査
受
診
券
を

発
行
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
40
歳

以
上
75
歳
未
満
の
人
は
特
定
健
康
診
査
受

診
券
を
使
い
、
無
料
で
特
定
健
康
診
査
を

受
診
い
た
だ
け
ま
す
。
次
の
条
件
に
該
当

す
る
受
診
券
を
お
持
ち
で
な
い
人
も
無
料

で
受
診
で
き
る
の
で
、
受
診
を
希
望
す
る

人
は
健
康
推
進
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

・
平
成
31
年
（
２
０
１
９
年
）
4
月
1
日

以
降
に
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
た
40

歳
以
上
の
人

・
平
成
31
年
（
２
０
１
９
年
）
度
に
75
歳

に
な
る
人
で
、
75
歳
の
誕
生
日
ま
で
に

特
定
健
康
診
査
の
受
診
を
希
望
す
る
人

・
国
民
健
康
保
険
税
滞
納
世
帯
の
40
歳
以

上
で
全
額
納
付
が
完
了
し
た
人

問
金
屋
庁
舎
健
康
推
進
課

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
制
度
に

加
入
さ
れ
て
い
る
皆
さ
ま
へ

医
療
・
歯
科
健
康
診
査

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
は
、
年
１
回
、
医
療
健
康
診
査
お
よ

び
歯
科
健
康
診
査
を
受
診
で
き
ま
す
。
対

象
者
の
方
に
は
、
５
月
下
旬
に
受
診
券
を

和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
か

ら
直
接
お
送
り
し
ま
す
。
受
診
券
発
行
の

申
し
込
み
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

受
診
券
な
ど
の
紛
失
や
ご
不
明
な
点
が

あ
れ
ば
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
医
療
健
康
診
査

・
対
象
者
／
被
保
険
者
全
員

・
検
査
項
目（
皆
さ
ま
に
実
施
す
る
項
目
）／

問
診・計
測
（
身
長・体
重・Ｂ
Ｍ
Ｉ・血
圧
）・

診
察
（
身
体
診
察
）・
血
液
検
査
（
脂
質
・

肝
機
能
・
糖
代
謝
）・
尿
検
査
（
糖
・
蛋
白
）

※
医
師
が
必
要
と
判
断
し
た
方
に
追
加
で

実
施
す
る
検
査
項
目
／
貧
血
検
査
（
血

色
素
量
・
赤
血
球
数
・
ヘ
マ
ト
ク
リ
ッ

ト
値
）・
心
電
図
検
査
・
眼
底
検
査
・

血
清
ク
レ
ア
チ
ニ
ン
検
査

・
実
施
期
間
／
６
月
１
日
（
土
）
～

２
０
２
０
年
２
月
29
日
（
土
）

・
自
己
負
担
額
／
無
料

・
持
ち
物
／
保
険
証
、
受
診
券
、
受
診
票
・

問
診
票

・
実
施
場
所
／
受
診
券
と
同
封
し
て
い
る

実
施
医
療
機
関
一
覧
に
記
載
さ
れ
て
い

る
医
療
機
関

・
そ
の
他

す
で
に
同
様
の
検
査
を
受
け
て
い
る
場

合
や
、
病
院
・
介
護
施
設
に
入
院
・
入
所

し
て
い
る
方
な
ど
定
期
的
に
健
康
管
理
が

行
わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
必
ず
し
も
受
け

る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

生
活
習
慣
病
の
治
療
な
ど
で
定
期
的
に
医

療
機
関
を
受
診
し
て
い
る
方
は
、受
け
る
必
要

が
あ
る
か
、主
治
医
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

●
歯
科
健
康
診
査

・
対
象
者
／
平
成
31
年
３
月
末
で
75
歳
、

80
歳
、
85
歳
の
方
と
90
歳
以
上
の
方

・
検
査
項
目
／
問
診
・
口
腔
診
断
（
歯
の

状
態
・
歯
周
組
織
の
状
況
・
口
腔
衛
生

状
況
・
嚙か

み
合
わ
せ
・
口
腔
乾
燥
・
粘

膜
の
異
常
）、
口
腔
機
能
検
査
（
嚙
む
能

力
・
舌
機
能
・
嚥え

ん

下
（
飲
み
込
む
）
機
能
）

・
実
施
期
間
／
６
月
１
日
（
土
）
～

２
０
２
０
年
２
月
29
日
（
土
）

・
自
己
負
担
／
無
料

・
持
ち
物
／
保
険
証
、受
診
券
、受
診
票
・

問
診
票

・
実
施
場
所
／
受
診
券
と
同
封
し
て
い
る

実
施
医
療
機
関
一
覧
に
記
載
さ
れ
て
い

る
医
療
機
関

問
和
歌
山
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

（
和
歌
山
市
吹
上
2
丁
目
1
番
22
号
）

☎
０
７
３
‐
４
２
８
‐
６
６
８
８

福 

祉

◆
◆
◆

ご
存
じ
で
す
か
？
こ
の
手
当

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

●
対
象
者

・
児
童（
※
）を
監
護
し
て
い
る
父
も
し
く
は
母

・
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童
（
※
）
の
生
計

を
維
持
し
て
い
る
人

※
20
歳
未
満
で
、身
体
や
知
的
ま
た
は
精
神

に
中
程
度
の
障
害
も
し
く
は
長
期
に
わ
た

る
安
静
を
必
要
と
す
る
症
状
に
あ
る
児
童

●
手
当
支
給
月
額

・
1
級
／
５
万
2
，2
0
0
円

・
2
級
／
３
万
4
，7
7
0
円

●
次
の
場
合
は
手
当
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

①
児
童
が
日
本
国
内
に
住
ん
で
い
な
い
と
き

②
児
童
が
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

③
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し

て
い
る
と
き

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

●
対
象
者
／
20
歳
未
満
で
、
身
体
や
知
的

ま
た
は
精
神
に
重
度
の
障
害
に
あ
る
た

め
に
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別

の
介
護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の
児
童

●
手
当
支
給
月
額
／
１
万
4
，7
9
0
円

●
次
の
場
合
は
手
当
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

①
施
設
に
入
所
し
て
い
る
と
き
（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
は
除
く
）

②
児
童
が
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き

【
特
別
障
害
者
手
当
】

●
対
象
者
／
20
歳
以
上
で
、
身
体
や
知
的

ま
た
は
精
神
に
重
度
の
障
害
に
あ
る
た

め
に
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別

の
介
護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の
人

●
手
当
支
給
月
額
／
２
万
7
，2
0
0
円

●
次
の
場
合
は
手
当
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

①
施
設
に
入
所
し
て
い
る
と
き
（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
は
除
く
）

②
病
院
な
ど
に
3
カ
月
以
上
入
院
し
て
い
る
と
き

【
既
に
こ
れ
ら
の
手
当
を
受
け
て
い
る
場
合
】

手
当
に
応
じ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
届
け
出
を

す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。「
障
害
程
度
に
変
動

が
あ
っ
た
」「
住
所
を
変
更
し
た
」「
所
得
の

高
い
扶
養
義
務
者
と
生
計
を
共
に
す
る
よ
う

に
な
っ
た
」な
ど
の
時
は
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

も
し
届
け
出
が
遅
れ
た
り
、届
け
出
を
し
な

か
っ
た
場
合
に
は
、手
当
の
支
給
が
受
け
ら
れ
な

く
な
っ
た
り
、手
当
を
返
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、必
ず
忘
れ
ず
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

問
金
屋
庁
舎
や
す
ら
ぎ
福
祉
課


